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税 務 

 

   平成22年12月16日付で平成23年度税制改正大綱が閣議決定されました。 

この公表された内容について、今号では個人所得課税・資産課税における主な改正内容について

取り上げ、法人課税・消費課税等については次号で取り上げる予定です。  

 1 ҊЀ Ѫ  

ɧ γ  

ɨ  

 勤続5年以下の役員等の役員退職金の課税方

法で、退職所得控除額を控除した残額の2分の1

とする措置が廃止となります。 

 また、退職所得に係る個人住民税の10％税額

控除が廃止となります。 

ɩ  

 本改正案の給与所得控除額を図示すると以下

の通りになります。 

 役員給与等の給与所得控除が年収2,000万円超

から段階的に控除額が圧縮されます。 

◩ 引き続き控除対象となる者 

  障害等により就労が困難な扶養親族、65歳以上の高

齢者、学生 

◩ 引き続き控除を適用できる者 

 所得400万円(給与収入568万円)以下の方は被扶養者

の状況に関係なく引き続き適用  

Ȩ γᶳ  

ȳ ṓ γᶳ  

※Ｂ＝Ａ－2,000万円（2,000万円を超える役員給与部分） 

※Ｃ＝Ａ－3,500万円（3,500万円を超える役員給与部分） 

  ここまでご紹介いたしました、給与所得控除

の見直し、及び成年扶養控除の控除縮減は、所

得税が平成24年以後分、住民税が平成25年以後

分から適用となる見込みです。 

 退職所得課税の見直しは、

所得税が平成24年以後、住民

税が平成24年1月1日以後に支

払われる役員退職金から適用

となる見込みです。 

Ԓпі 

 甲さんの場合、年収に変更がなくとも現行制度

に比べ84.4万円の増税となります。 

 年収が3,800万円の会社役員 甲さんの場合 

※所得税の計算は便宜上、扶養控除等の所得控除は

考慮していません。 

※この場合、住民税は約21万円の増税となります。 

 （現行） （改正案） 

給与所得控除額 360万円 149万円 

給与所得 3,440万円 3,651万円 

所得税額 1,096.4万円 1,180.8万円 

※Ａ＝給与等の金額 

給与等の金額 給与所得控除額 

（単位：万円） 現行 改正後 

1,000以上 1,500以下 Ａ×10％＋120万円 

1,500 超   2,000未満 
Ａ×5％＋170万円 245万円 

2,000以上  

給与等の金額 給与所得控除額 

（単位：万円） 現行 改正後 

2,000  2,500  

Ａ×5％＋170万円 

245 12  

2,500  3,500  185  

3,500  4,000  185 12  

4,000   125  

この改正により、給与収入1,500万円を超える方

は給与所得控除額が245万円で頭打ちとなりま

す。 

❀  

納税者の所得に関係なく、23歳から69歳

までの成年を扶養控除対象者とした場合、一

律に38万円の所得控除が受けられます。 

❀  

所得400万円(給与収入568万円)から段階的

に控除を縮減し、所得500万円(給与収入689

万円)以上の納税者については、控除が廃止

となります。 
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 ᷾ 

 Ѫ  

 死亡保険金について非課税枠が定められてお

り、500万円×法定相続人の数が死亡保険金の

金額から控除されていました。改正後は500万

円という金額は変わりませんが、法定相続人に

制限が付き、「未成年者」「障害者」「相続開

始直前に被相続人と生計を一にしていた者」の

いずれかに該当しなければ人数に入れることが

できなくなります。 

ɧ  

ɨ γ  

 この制度を利用して生前に贈与をした場合、

贈与税が軽減されますが、その代わり相続の際

「生前に贈与を受けた財産」と「相続した財

産」を足した額に相続税がかかるという制度で

す。詳細は、本誌昨年11月号7ページをご参照

ください。 

 上記改正により、相続税がかかる範囲が広が

ります。つまり、法定相続人が1人の場合です

と、従来では6,000万円だった基礎控除が3,600

万円と減額されます。 

1,000 έ֑×法定相続人 

600 έ֑×法定相続人 

(現 行) 5,000 έ֑ 

(改正案) 3,000 έ֑ 

＋ 

＋ 

Ȩ ἲ Ỳ  

ȩ ϳѸ  

(現 行) 500万円×「 ₮ Ѐ 」 

(改正案) 500万円×「α ɧȕɩ  

          ₮ Ѐ 」 

①未成年者 ②障害者 ③相続開始直前に被

相続人と生計を一にしていた者 

Ȫ №  

׳ ◩ Н  

※「生計を一にする」とは？ 

  同居はもちろんですが、仕事や学校、療養のため

 別居している場合も該当します。生活費や学費、療

 養費等の送金がなされている場合には、「生計を一

 にする」と認められます。 

Ȳ ׳ ǖ 

ȳ ׳  

【相続時精算課税制度適用者（改正案）】 

 贈与者…60 Иΰの両親・祖父母 

 受贈者…20歳以上の子・₈ 

 現行では「贈与者は65歳以上の親、受贈者は

20歳以上の子」という制限でしたが、今回の改

正案では当該制度の適用者の幅が広がり、以下

の通りになりました。 

ɩ ḷ 

 相続税・贈与税ともに、税率構造の改正案は

以下のようになっております。 

 この税制改正大綱の内容についての詳細お

よびその他の改正項目については、次号以降

で掲載を予定しています。 

 資産課税関係の改正案の適用は、相続税が

平成23年4月から、贈与税が原則平成23年1月

から適用予定となっております。 

 ⇒改正案では、6έ֑ 10έ֑と 

    なっております。 

 

[障害者控除] 6έ֑×85歳に達するまでの年数 

[未成年者控除]6έ֑×20歳に達するまでの年数 

金額(単位：万円) 
現行税率 改正案 

超 以下 

 1,000 10% 

1,000 3,000 15% 

3,000 5,000 20% 

5,000 10,000 30% 

10,000 20,000 
40% 

40% 

20,000 30,000 45% 

30,000 60,000 
50% 

50% 

60,000  55% 

【相続税の税率構造】 【贈与税の税率構造】 

  
 

  

200  10%  
300  15%  
400  20% 15%  
600  30% 20%  

1,000  40% 30% 

1,500  45% 40% 

50% 
3,000  50% 45% 

4,500  55% 50% 

4,500    55% 

※直系尊属改正案 

20歳以上の者が「相続時精算課税制度」の対象とならない

財産を直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税が改正見込

となっております。 
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ᴳ Ӎ ᾶ  

ᴳᵃ    

 有期労働契約の雇止めに関しては過去に数多

く裁判で争われており、その判例をみますと下

記の3つがポイントとなっています。自社の基

準等に照らし合わせてご確認ください。  

 会社が従業員を採用する際に、労働契約の期

間を定める有期労働契約とすることがあります

が、会社に課せられているルールを理解せず実

施した結果、トラブルが多く発生しています。

特に契約更新の繰り返しで一定期間雇用を継続

したにも関わらず、突然、契約更新をせずに契

約期間満了で退職させるなどの「雇止め」での

トラブルが多くなっています。有期労働契約の

ルールは労働基準法等で定められており、今月

はそのルールについて確認していきます。  

例Ⅰ）専門的な知識、技術または経験で高度のものとして

厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等

を有する労働者（公認会計士、弁護士、医師、シス

テムアナリスト試験等の合格者 など）  

例Ⅱ） Иΰ ṓ ᴳӍᾶ  

例：４年間の大規模建設工事に技師として４年間の契約で

雇用される場合  

①会社は、有期労働契約者に対し、契約の締結時にᾶ

を、また、更新する場合があるときは、ᾶ

ὃḃ ὃḃ צ ἲ す

ること 

②ᾶ ỘИΰしていたり、

して雇用している有期契約労働者について、

ὃḃ ╒ ᴊ Ϣḣ こと 

③労働者が雇止めの理由の明示を請求した場合には、遅

滞なく文書にて交付すること 

④契約の更新により

ᾶ ᴳӍ ᾶ する場合には、契約の実態及

び労働者の希望に応じて、ᾶ

ᴭ  

ᴳӍᾶ ᶬ ἲ  

ɧ ᶛᴆ 3 ȣ  

ɨ і 5  

ɩ і ϥ ₧ϡ  

 有期労働契約の締結時や期間満了時にトラブ

ルが発生するケースが多くあり、その防止のた

め会社が行う措置について厚生労働大臣が「有

期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基

準」を制定しています。 

 契約更新のルールとして、Ⅰ）自動的に更

新、Ⅱ）更新する場合がある、Ⅲ）更新しな

い、いずれかが明示されていますか。 

 Ⅰ）長期雇用を期待させるような言動 

 Ⅱ）反復更新を繰り返している 

 Ⅲ）期間の定めのない労働者と職務内容などに差

異がない 

ɧ  

ɨ ᶥ ᵡ ἲ ∩ ḃ  

ɩ ḃ  

 ᴳӍᾶ ᾶ ΰ  

 ᴳӍᾶ ᶬ

 ᾶ  

 更新をする場合、業務量や勤務成績、経営状

況等のどのような判断基準で更新するか否かを

定めていますか。また、その基準に達している

か審査し、労使間で合意の上、契約更新をして

いますか。 

※）①の「原則」における注意点としては、１

年を超える有期労働契約を締結したᴳӍ

ץ И 、使用

者に申し出ることにより、 ᷄

。一方、契約期間の上限に関わらず、使用

者である会社は労働契約法の中で、「やむを得

ない事由がある場合でなければᾶ ϡ

ᴳӍ 」とされてお

り、契約期間満了前に解雇した場合、会社側に

重たい責任が課せられています。  

 下記に挙げられるようなことはありません

か。該当するものがある場合、労働者に更新へ

の期待を与えてしまい、「雇止め」を行った際

「解雇権濫用」として捉えられる場合がありま

す。 
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公益・社会福祉法人 

₮ Ԍ ὦ Ѐ ⅜  

Ԍ Ы Ѐ ԝ  ή  

 「公益の増進に著しく寄与する特定の法人」

の略であり、公共法人、公益法人などのうち、

教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉へ

の貢献、その他公益の増進に著しく寄与するも

のとして、所得税法と法人税法で定められてい

る法人をいいます。 

 ₮Ԍ ὦ Ѐ ǖ 

 2 ₮Ԍ ὦ Ѐ Ѐ  

◩ 公益社団法人及び公益財団法人 

※現行の「社団・財団法人」が、「公益

社団・財団法人」に移行すると該当します

が、「一般社団・財団法人」に移行すると

該当しません。 

◩ 民法34条の規定により設立された法人のうち

一定のもの（現行の一部の社団・財団法人） 

◩ 社会福祉法人 

 ₮Ԍ ὦ Ѐ ⅜ ὃḃ ԓ  

⅜ ᶳ Ƹ 

Ȩ ҊЀ ὃḃ 

Ϊ ⅜А ק ԇ Ƹ 

ȩ Ѐ ὃḃ 

 ԇ Ӷされます。特定公益増

進法人等に対する寄附金の損金算入限度額につ

いて、一般の寄附金の損金算入限度額の縮減額

と同額の拡充が行われます。 

 ※一般の寄付金の損金算入限度額の縮減につきまして

は、本誌3月号にてご紹介する予定です。 

 ※該当法人の詳細は財務省のホームページ(http://

www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/koueki01.htm)も併せてご参

照ください。 

 

ו  ₮⅜ ḃ Ǆ ᵵ  ֑

その年の総所得金額等の40％相当額が上限 

⅜  

例 課税所得1,000万円(税率33％)の個人が、10万円寄附した場合 

ⅰ)寄付金控除前 

ⅱ)寄付金控除後 

1,000万円×33％ ＝3,300,000円  

{1,000万円－(10万円－2千円)}

×33％＝3,267,660円 

 

 
資本金の額×0.25％＋所得金額×5％ 

ԇ  

2 

例 資本金等の額1,000万円、所得100万円の法人の場合 

1,000万円×0.25％＋100万円×5％ 

◆損金算入限度額の計算 

2 
＝37,500円 

 一般限度額とは別枠で37,500円を限度に損金

算入することができます。 

 23 ׳ ᾢ ӫ׳ Ӷ  

   社会福祉法人や日本赤十字社などに寄附をすると、寄附者には税制面での特典があります。こ

れらの法人は｢特定公益増進法人｣に該当するためであり、現在、制度改革によって移行の過渡期

にある「社団・財団法人」が「公益社団・財団法人」に認定された場合にも該当します。 

 本誌では、平成23年度税制改正大綱で税制優遇が拡充される点についても取り上げます。 

Ȩ ⅜А ҊЀ ὃḃ 

 特定公益増進法人への寄附に対して、

׳ が新設されます。当該制度を適用するた

めには、寄附先の特定公益増進法人が以下の条

件を満たす必要があります。 

約3万2千円

の差 

ȩ ⅜А Ѐ ὃḃ 

 

 

Ἃ 経常収入に占める寄附金等の割合が1/5以上で

あること。 

Ἃ 寄附金額が年3,000円以上の寄附者の数が年平

均100人以上いること。 
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事業承継 

ϥ M&A  

6  

 ᾌᶏҴ  

 M&A  

 
 

 昨今、話題になっている中小企業の事業承継について連載形式で掲載致します。前号では、事

業承継を目的としたＭ＆Ａにおける三つの要因についてお話ししましたが、本号では他の事業承

継手法との比較におけるＭ＆Ａのメリットを見ていきたいと思います。  

 M&A とは、直訳すると「合併と買収」とな

りますが、新聞紙上などを見ますと、現在は広

く解釈されており、株式移転や株式交換、会社

分割等様々な会社再編をM&A と捉えているよ

うです。中小企業が事業承継を目的として行う

場合に最も多い手法は、「100％株式譲渡」と

いう手法です。説明するまでもなく、株式を

100％買収側に譲渡する方法です。中小企業に

おいて、株主は社長及びその親族で構成されて

いることが多く、また、名義株であることも

多々見受けられます。そういった株式を社長が

とりまとめて買収側に譲渡します。教科書によ

く出てくる株主総会の特別決議ができる株数

（発行済株式総数の3分の2以上）や役員を選任

できる株数（発行済株式総数の過半数）という

ような株式譲渡は中小企業のM&A 実務の場に

おいては、ほとんど見受けられません。  

 事業承継を目的として行うM&A では一般的

に以下のようなメリットがあります。  

 このように売却側にとっては様々なメリッ

トがあるM&Aですが、次号では、「買収側

にとってのM&A」をテーマにお話します。 

Ы ḃMƽA ║  

ɧ ϥ ӹ β₥  

 本連載でこれまでにお話してきました、後継

者がいないことによる事業継続の不安や競争環

境の激化及び経済環境の不安定性などから来る

先行不安を解消できます。 

ɨ ṓ Ѹ 

 社長が売却に際し、第一につける条件がこの

従業員の継続雇用です。中小企業においては、

ノウハウは「従業員」が持っており従業員を引

き継がなければM&A の目的を達することがで

きないことが多いため、買収側も従業員の引継

ぎを前提とします。  

ɩ ︠ӆᵃ Ѹ  

 株主及び経営者が代わり、社長は会社との関

係がなくなるため、当然社長の連帯債務や保証

を買収側が引き継ぎます。 

 前号まで見てきた中で役員や従業員が承継す

る場合の障害になることが多いこの財産的な問

題がクリアできることがM&A の大きな特徴の

一つといえます。  

ɪ ᴛ ש ͻ  

 通常、親族が承継する場合は、「相続や贈与

によりいかに承継する側に負担をかけずに承継

するか」ということが論点になりますが、

M&A の場合、第三者との交渉により適正な値

段で株式の売買が行われますので、社長自身が

所有する株式を現金化することができ、手元に

現金を残すことができます。  

ɫ Ы Ϊ□  

 買収側は一般的に売却側の会社の数倍の規模

を有していたり、あるいは買収側の経営者が旺

盛な事業意欲の持ち主で

あったりする傾向にあり

ます。そのような会社の

グループになることによ

り、相乗効果を発揮し、

さらに自社が発展してい

きます。  
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事業再生 

ϥ ֕ ὃ  

 8月号から金融機関における債務者区分をご紹介し、その区分ごとの再生手法をご紹介し

てまいりました。 

 今月号では、様々な理由でお化粧（粉飾）している経営不振企業の決算書を、金融機関側

がどのように決算書を読み、どのような分析をしているのかをご紹介いたします。  

ϥᵃ όѸ ᵅ  

 経営不振企業は金融機関対策などの様々な理

由から決算書をお化粧している（粉飾してい

る）ケースが多いため、金融機関側は通常、決

算書をそのまま判断材料として使用することは

少なく、会社の実態を正しく反映させるために

決算書を修正することから始めます。 

 具体的な手法としましては、金額の異常値、

内容の異常項目、各勘定科目の水増しなどすべ

て洗い出して残高を確定させ時価での貸借対照

表、正しい数字での損益計算書を作成し定量分

析を行います。 

 

 
（１）収益性分析  （２）生産性分析 

（３）資金回収効率分析 （４）安全性分析 

（５）健全性分析  （６）成長性分析 

כ  

כ   

כ  ͻ  

 前述の分析の種類の中で、よく利用される分

析ツールを3つご紹介いたします。 

 

 
経営安全率＝経常利益÷限界利益 

 

 経常利益 ＝限界利益－固定費 

 

 限界利益 ＝売上高－変動費 
         ※変動費…仕入高と外注費 

ẓ₥Ԉ  

 これは儲かる会社かどうかを表す指標とな

り、この数字が高ければ高いほど儲かる体質の

会社であると言えます。 

 ẓ₥Ԉ ש

Ỡ₮ ͻにあります。 

 

 自己資本比率＝自己資本÷総資本  

הּ  

 これは潰れない会社かどうかを表す指標とな

り、この数字が高いほど潰れる可能性が低いと

言えます。 

הּ  הּ

ὦᾢ（限界利益のアップ、固定費のコントロー

ル）ᶬ ͻ （売掛金、受取

手形、在庫、固定資産のコントロール）にあり

ます。 

 

 自由資金比率＝フリーキャッシュフロー 

            ÷自己資本増加額 
※フリーキャッシュフロー 

  ＝営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフロー   

 

 これは増えた利益の中に自由に使える現金

（フリーキャッシュフロー）がどれくらいある

かを表す指標となり、この数字が高ければ高い

ほどよいと言えます。 

 ᾌ ᶳᶲ

ỳ Ỡ₮ ͻにありま

す。  

※注） ＴＫＣ経営指標平成22年指標版(黒字企業平均より） 

全産業 サービス業 飲食店･宿泊業 卸売業 製造業 建設業 

7.7％ 5.7％ 4.3％ 9.6％ 8.6％ 7.1％ 

36.8％ 44.5％ 26.7％ 34.8％ 35.0％ 40.4％ 37.7％ 

ẓ₥Ԉ  

הּ  

(参考)産業別各比率における指標 

小売業 

6.8％ 

  このように「定量分析」にはいくつもの指標

がありますがまず、正しい決算数値に直すこと

から始めます。 

 分析にはこの他にも「定性分析」があります

ので、次回はこの「定性分析」についてご紹介

いたします。 
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株 式 会 社  道 央 医 療 コ ン サ ル 

株 式 会 社  パ ワ ー コ ン サ ル 

㈲ 札 幌 ビ ジ ネ ス エ ー ジ ェ ン ト 

株 式 会 社  エ ス エ ム シ ー 

道 央 情 報 サ ー ビ ス 協 同 組 合 

エ ス ･ バ イ ･ エ ス 事 業 協 同 組 合 

税 理 士 法 人  さ く ら 総 合 会 計 

株 式 会 社  さ く ら 総 合 Ｍ ＆ Ａ セ ン タ ー   

労 働 保 険 事 務 組 合 道 央 労 務 管 理 協 会 

庵 原 宏 章 行 政 書 士 事 務 所 

花 岡 英 司 公 認 会 計 士 事 務 所  
 

【さくらマネジメントグループ】 

ȵ ȷ Ʉ ɞ ș Ẁ Ǟ ȅ Ǟ Ǧȵ ȷ Ʉ ɞ ș Ẁ Ǟ ȅ Ǟ Ǧ  

ǜ ǖ Ȑ ֻ ̝ ( ₨ ˗ ҵ ) 

 昨年12月末に、事務所内の固定電話機を取り外し、監査担当者に「 ԝ│ 」を携帯さ

せ、お客様からのお電話に素早く応対できるように改善を行いました。 

 これまでは、お客様からお電話をいただいても、担当者が別フロアでの打ち合わせなどで固定

電話の近辺にいなく、お客様をお待たせしたり、担当者より折り返しお電話するなど、ご迷惑を

おかけすることがございました。しかし、今回の改善により、担当者が所内にいる際は、お客様

からいただいたお電話を即座に取り繋ぎできるようになります。現在は、所内で試用しており効

率の良い運用方法を策定している段階であるため、しばらくはお客様にご不便をおかけ致します

が、ご理解のほどお願い申し上げます。(札幌事務所のみの対応となっております) 

əɶɞɘɶȶșɨɉɣɶȠɩǞȅǞǦəɶɞɘɶȶșɨɉɣɶȠɩǞȅǞǦ  

ǜǖȐɜɋȶɟɱɆȮɩɶɕ 

 平成23年1月、新しい年のスタートと同時に当グループのホームページをリニューアル致しま

した。リニューアルにより新潟事務所のご紹介や、当グループが新たに取り組んでいる業務等も

ご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。 

˗ҵ˗ҵ   

₳ 20 ₴ǲ ǞǦ˗

ҵ șШ ЊȑǮǛ

˺  

᷂ Џ̝ Ѱ↓ȱɱȳɩɄȡɱȮ ҵ᷂ Џ̝ Ѱ↓ȱɱȳɩɄȡɱȮ ҵ  

Ή˲˗ ȋֺ ˲ǧǘ

ǮǶǱǖƲ᷂ ЏВᶧ̱

ǵǑὖ ǲȉᾍꜘ  

ǜǖȐɍȢɞǜǖȐɍȢɞ  

Ǔ ǲ ș

ǋǭǋȒ ᾆșШ Њ

ȑǮǛ ˺  

 これまで同様、当グループ職員が寄稿しております「コラムレター」や、様々な専門家の方を

講師にお迎えして開催しております「外部セミナー」をはじめとした当グループからのご案内な

ど、常に情報発信を行って参りますので、これからも定期的なチェックをお願い致します。 

 ͻ ᶬ ϥᵃ

ͻ ͻ  

ͻ  

ͻ  
Ї Ƹ 

₳  

［外線］ 

【弊社事務所内】 

［内線］ 

 

(改善前) 

(改善後) 


